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議会運営委員会 会議録 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和２年７月１７日（金曜日） 

午前９時１５分開会，午前９時２０分閉会 

場 所 第３委員会室 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 程 

１ 開  会 

２ 委員長挨拶 

３ 議長挨拶 

４ 協議事項 

（１）予算案に対する議案質疑について 

（２）その他 

５ 閉  会 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名） 

 委員長  海老原 一郎 

 副委員長 吉田 千鶴子 

 委 員  吉田 博史 

委 員  小坂 博 

 委 員  鈴木 一彦 

 委 員  塚原 圭二 

 委 員  勝田 達也 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席委員（０名） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

その他出席した者 

 副議長  島岡 宏明 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者（０名） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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事務局職員出席者 

 局 長  小松澤 文雄 

 次 長  天貝 健一 

 係 長  小野 聡 

 主 査  寺嶋 克己 

 主 任  松本 裕司 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍聴者（０名） 

  男   ０名 

  女   ０名 

 

 議 員  今野 貴子 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○海老原委員長 おはようございます。ただ今より議会運営委員会を開会いたします。

傍聴はございませんね。 

（「はい」との声あり） 

○海老原委員長 それでは，最初に副議長の方からご挨拶願います。 

○島岡副議長 おはようございます。議長が体調不良のため，私が務めさせていただき

ます。本日の議案がスムーズに進みますようご審議よろしくお願いいたします。 

○海老原委員長 それでは，早速，協議事項に入ります。協議事項（１）予算案に対す

る議案質疑について協議をお願いします。 

○天貝事務局次長 予算決算委員会が６月議会から正式にスタートしたところでござい

ます。当該委員会には，補正予算案あるいは新年度予算案が付託されますが，全議員が

所属していることから，先例の規定により議案質疑ができないこととなっております。

このままですと議案に対する疑問点を解消できないまま審議を行うことになり，議論を

深めることができませんので，議会の意思決定機関としての役割を果たせないこととな

ってしまいます。そうした理由から，お手元の資料１にお示ししましたように，先例集

の５１番。こちらを改正してはどうかとの提案でございます。朗読いたします。改正前

ですが，議案質疑は，所属する委員会の所管に関する事項は行わないこととする。そし

て改正後です。議案質疑は，所属する委員会の所管に関する事項は行わないこととする。

ただし，予算決算委員会において所属する分科会が所管しない事項については，この限

りではない。この改正点は、但し書き以降に一文を加えまして，それに伴いまして元々

の文章の文言の整理を行うものでございます。この改正を行うことで，補正予算案や新

年度予算案についても所属する分科会以外の事項については，これまで通り議案質疑が

できることとなりますので，ご協議をお願いいたします。 

○海老原委員長 皆様，ご意見等はございますか。 

○鈴木委員 文言等については大丈夫だと思うのですが，１点だけ疑問は，歳入につい

てはどうなるんですか。 

○天貝事務局次長 歳入については，皆さんが所管しますので，全体会で質問ができま

すので，そちらでお願いしたいと思います。 

○鈴木委員 ということは，議案質疑で歳入はなしということでよろしいですか。 

○天貝事務局次長 その通りでございます。 

○吉田（博）委員 ちょっとわからないんだけれど，議案質疑というのは，いわゆる本

会議上おいて通告をする議案質疑に対して所管のことはやめましょうね。やってはいけ

ませんよということなんだよね。予算決算委員会において今の鈴木委員さんのあれなん

だけれども，歳入を全体会でやるよ。歳入だけだよね。歳出に関しては分科会でやる訳

だから。その全体会の委員会で予算に対して，我々総務市民は所管になるから質問でき

ないんじゃないの。できるの。 

○天貝事務局次長 歳出の部分については，総務市民委員会に付託されてあります予算

案については，総務市民委員会で当然質疑ができます。それ以外のもの。例えば産建，

文教に付託されたものは委員会で質疑ができませんので，それは議場で。 
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○吉田（博）委員 歳入。 

○天貝事務局次長 全体会で全員が出席して，全員付託されているという形になります

ので。 

○吉田（博）委員 それはできるんだ。 

○天貝事務局次長 今まで通りできます。 

○吉田（博）委員 できるんだ。今まで通りできるということ。それなら問題ないな。 

○海老原委員長 その他，ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○海老原委員長 それでは，予算案に係る議案質疑につきましては，この改正後のです

ね条文のとおり。これ先例集なんですけれど。そのとおりにさせていただきたいと思い

ます。そういったことでご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○海老原委員長 それでは，ただいまのとおりといたします。その他，委員の皆さま方

から，または事務局から何かありますか。 

（「なし」の声あり） 

○海老原委員長 なければ，以上を持ちまして議会運営委員会を閉会します。お疲れ様

でした。 


